
こども青少年局会計年度任用職員（保育対策課事務補助業務） 募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

こども青少年局保育対策課で事務補助に従事する職員「会計年度任用職員 日額職（保

育対策課事務補助業務）」を募集します。 

 

職務内容 

 

 

【Ａ区分】 

(1) 申請書類のチェック、不備内容の連絡、修正の確認 

(2) 起案事務（文書管理システム、財務会計システム） 

(3) 各種データ入力 

(4) その他既存施設を活用した待機児童対策関係業務補助 

(5) 庶務補助（資料印刷業務、発送業務ほか） 

(6) 電話の取次ぎ 

※ その他、大規模災害発生時における災害対応業務 

（基本的に補助的な業務で、勤務時間内のみ） 

【Ｂ区分】 

(1) 起案事務(文書管理システム、予算執行システムを用いた定型的な事務処理) 

(2) 庶務補助（会議資料の作成補助、資料印刷業務、発送業務等） 

(3) 会議運営補助（会場準備、資料配布等） 

(4) 資料作成補助（定型様式への入力、修正作業等） 

(5) 電話の取次ぎ 

(6) 文書整理、ファイリング業務 

(7) その他、所属長が必要と認める庶務業務 

※ その他、大規模災害発生時における災害対応業務 

（基本的に補助的な業務で、勤務時間内のみ） 

応募要件 (1) パソコンの基本操作(エクセル、ワードなどの入力、端末操作など)ができる方 

(2) 窓口、電話応対ができる方 

募集人数 【Ａ区分】２名 

【Ｂ区分】１名 

任用期間 令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

勤務時間 8 時 45 分から 17 時 15 分まで（休憩１時間含む） 

勤務日 【Ａ区分】月～金 週５日勤務 

【Ｂ区分】月～金のうち所属長が指定する２日 

勤務場所 こども青少年局保育対策課（保育・教育支援課に名称変更後も勤務場所は同じです。） 

横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

こども青少年局保育対策課 

（令和８年度から「保育・教育支援課」へ名称変更予定） 

「事務補助業務」（会計年度任用職員 日額職）を募集します 



報酬等 

 

(1) 日給  

10,980 円（時間単位 1,464 円） 

※任用期間中に報酬が変更となる可能性があります。 

(2) 期末・勤勉手当【Ａ区分のみ】 

本市基準に従い支給 

(3) 通勤手当 

実費相当額を別途支給 

(4) 休暇等 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から１月３日)、年次休暇等 

(5) 社会保険等【Ａ区分のみ】 

横浜市職員共済組合、厚生年金保険、雇用保険に加入 

※その他勤務条件等は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関連

規定に基づきます。 

応募方法 期限までに、必要書類を郵送で提出してください。 

確実な郵送のため、「配達記録郵便」又は「簡易書留」扱いにしてください。 

(1) 提出書類 

ア 会計年度任用職員申込書 

(2) 受付期限 

令和８年２月 13 日（金）【必着】（持参の場合は正午まで） 

(3) 提出先 

〒231-0005 横浜市中区本町６－50－10 

横浜市こども青少年局保育対策課 会計年度任用職員募集担当 

  ※この選考において提出された書類は、一切返却しません。 

  ※土、日、祝日の受付は行っていません。 

選考内容 (1) 面接による選考 

ア 面接実施予定日：令和８年２月 20 日（金） 

イ 面接会場：横浜市庁舎 

 ※面接の日時等詳細は、別途連絡します。 

(2) 最終結果通知：令和８年３月上旬以降（採用後提出書類の案内も同封） 

※電話やメール等による合否の問い合わせに関しては一切応じません。 

※選考を受験しなかった場合は辞退とみなし、結果の通知も行いません。 

その他 ・令和８年度予算が横浜市会において議決されなかった場合は、選考に合格されても採用

されないことがあります。 

・申込書等の記載事項が正しくないことが明らかになった場合は、合格を取り消す場合が

あります。 

・この選考に際して市が収集する個人情報については、採用選考及び採用に関する事務以

外の目的への使用は一切しません。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用

します。 

・採用内定者には必要に応じ、雇入れ時に健康診断を受診していただきます。 

 

問い合わせ先 

 横浜市こども青少年局保育対策課 会計年度任用職員募集担当 

 TEL:045-671-4469 FAX:045-550-3606 


